
自動販売機設置契約書（案） 

 

 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」

という。）とは、飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」という。）の設置に関し、次の

とおり契約を締結する。 

 

（設置場所及び面積等） 

第１条 自動販売機の設置場所並びに設置面積及び設置台数は、次の表に掲げるとおりと

する。ただし、設置面積には放熱余地部分を含み、回収ボックス設置部分は含まないも

のとする。 

施設名称 設置場所 設置面積 台数 

埼玉会館 
○○○○○○○○ １㎡ １台 

○○○○○○○○ １㎡ １台 

 

（設置期間等） 

第２条 自動販売機の設置期間は、令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までとする。

なお、自動販売機の設置及び撤去の日は、甲、乙協議の上、設置期間内で甲が指定する

日とする。 

２ 自動販売機の設置期間の延長は行わないものとする。 

 

 （設置条件等） 

第３条 乙は、自動販売機の設置に当たっては、別紙「自動販売機設置に係る仕様書」に

記載する事項を遵守しなければならない。 

 

（基本設置料） 

第４条 基本設置料は、乙の設置する自動販売機１台あたり年額３２，０００円（電気使

用料を含む。消費税及び地方消費税別。）とする。 

 

 （販売手数料） 

第５条 販売手数料は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 毎月末締めによる販売実績（各販売商品の販売価格（消費税及び地方消費税を

含む。）に販売本数を乗じて得た額）に○○パーセントの割合を乗じて得た額とする。 

（２）前号により算出した額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

２ 乙は、前項各号に掲げる販売実績及び販売手数料額を、翌月の２０日までに、甲に報

告しなければならない。 

 



 （基本設置料及び販売手数料の支払） 

第６条 乙は、基本設置料及び販売手数料を、次の各号に定める期日までに、甲の指定す

る銀行口座への振込により支払わなければならない。ただし、銀行振込に係る手数料は、

乙の負担とする。 

（１）基本設置料 甲が発行する請求書に基づき、甲の指定する期日 

 （２）販売手数料 前条第２項の報告に基づき、当該報告のあった月の末日 

 

 （違約金） 

第７条 乙は、前条に定める期間までに基本設置料及び販売手数料を支払わなかったとき

は、遅延日数に応じ、支払われるべき基本設置料及び販売手数料の額に年２．７パーセ

ントの割合を乗じて得た額を違約金として甲に支払わなくてはならない。ただし、違約

金の総額が１００円に満たないときは、この限りではない。 

 

（費用負担） 

第８条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、乙の負担とする。 

 

 （管理義務） 

第９条 乙は、自動販売機を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならな

い。 

 

 （第三者への損害の賠償義務） 

第 10 条 乙は、自動販売機を設置したことにより第三者に損害を与えたときは甲の責に帰

すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 

２ 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償する

ことができる。 

 

（商品等の盗難及び破損） 

第 11 条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動

販売機内売上金又は金銭の盗難又は毀損については、甲の責に帰することが明らかな場

合を除き、その責を負わない。 

２ 乙は、自動販売機、当該自動販売機で販売する商品が汚損又は毀損したときは、自己

の負担によって速やかに復旧しなければならない。 

 

 （契約の解除） 

第 12 条 甲は、乙がこの契約に定める義務に違反したときは、この契約を解除することが

できる。 

２ 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対して催

告その他何らの手続きを要することなく、直ちにこの契約を解除することができる。 



 （１）この契約に先立ち乙から提出された各種提出書類（参加申込書、提案書等）に虚

偽の記載が確認されたとき。 

 （２）基本設置料又は販売手数料の支払を納期限から２か月以上怠ったとき。 

 （３）手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

 （４）差押・仮差押・仮処分・競売･保全処分・滞納処分等の強制執行の申し立てを受け

たとき。 

 （５）破産、特別精算、民事再生、会社更生等の申し立てを受け、若しくは申し立てを

したとき。 

 （６）甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

 （７）乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。 

 （８）主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、

又は事実上営業を停止したとき。 

 （９）資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動が生じ、又は合併を行うこ

と等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

 （10）乙が次のいずれかに該当するとき。 

   イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

   ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認

められるとき。 

   ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

   ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

   ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

   ヘ 再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相手

方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

   ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としてい

た場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除

を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

 （11）全各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 



 （設置場所の返還） 

第 13 条 設置期間が終了したときは、乙は、直ちに、設置場所を甲に返還しなければなら

ない。 

 

（原状回復義務） 

第 14 条 次の各号いずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において設置場所を原状

に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときはこのかぎりではない。 

(1) 乙の責に帰すべき事由により、設置場所を滅失又は毀損したとき。 

(2) 前条の規定により設置場所を返還するとき。 

 

 （不当な要求の報告） 

第 15 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に

当たり、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又

は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項におい

て同じ。）から不当な請求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察

署への通報（次項において「報告等」という。）をしなければならない。 

２ 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又

は暴力団関係者不当な請求を受けたときは、遅滞なく、報告するよう措置を講じなけれ

ばならない。 

 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第 16 条 第 13 条の規定により設置場所を返還する場合において、乙が自動販売機の設置

に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しな

いものとする。 

２ 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、この契約の終了の場合にお

いて、乙は、その買取りを請求することができない。 

 

 （契約の費用） 

第 17 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。 

 

 （管轄裁判所） 

第 18 条 この契約に関する訴えの管轄は、さいたま地方裁判所とする。 

 

（協議事項） 

第 19 条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲

乙協議の上、決定するものとする。 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通

を所持する。 



 

 令和 2 年 3 月 25 日 

 

さいたま市中央区上峰３丁目１５番１号 

甲 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

                    理事長 

 

 

                    住所 

乙 

                    氏名 

 

 

 

  



自動販売機設置に係る仕様書 

 

１ 設置する自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項 

 

（１）大きさ及びデザイン 

  ① 大きさ 

    おおよそ幅 1,000mm×奥行 750mm×高さ 2,000mm 以内 

ただし、会議室棟３階～７階エレベーターホール前については、 

    おおよそ幅 1,000mm×奥行 600mm×高さ 2,000mm 以内の薄型 

 

  ② デザイン（外観色を含む） 

    周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 

 

（２）環境対策 

  ① 省エネルギー 

    「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに

「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入

した機種とする。 

  ② 低ＧＷＰ冷媒機 

    地球温暖化係数（ＧＷＰ）の低い、二酸化炭素（ＣＯ２）、炭化水素（ＨＣ）、又

はハイドロフルオレフィン（HF01234yf）等を冷媒として採用した機種とする。 

    ただし、パック式自動販売機、紙パック自動販売機については、いわゆる「代替

フロン（地球温暖化対策の推進に関する法律より）」を認める。 

  ③ その他 

    「平成３１年度埼玉県グリーン調達推進方針」の自動販売機の判断の基準に適合

すること。 

 

（３）防災対策等 

   災害時に飲料提供が可能な機能があること。 

 

（４）安全対策 

  ① 転倒防止 

    「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）を遵守した措置を講じるものとする。 

  ② 食品衛生 

    「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品衛生に関す

る自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽く

すものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。  

  ③ 防犯 



    硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣

の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自

販機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵守し、犯罪防止に努めるものと

する。 

 

（５）使用済み容器の回収 

  ① 回収ボックスの設置 

    原則として、自動販売機１台に１個の割合で自動販売機付近の財団が指定するエ

リアに設置する。 

  ② 回収ボックスの規格 

   ア 素材 

     プラスチック製又は金属製とする。 

   イ 容積 

     回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れ

たり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。 

   ウ その他 

     使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口

は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるも

のとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 

   

③ 使用済み容器の処理 

    容器包装リサイクル法（平成 7 年法律第 112 号）など、関係法令に基づいて適切

に処理する。 

 

（６）自動販売機の設置及び管理運営 

  ① 設置事業者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び

釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 

  ② 設置事業者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するた

めの品質保証活動を行う。 

  ③ 設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努

めるほか、故障時には即時対応する。 

 

２ 販売商品の種類等 

(1) 種類 

   ５種類以上の清涼飲料水とする。（ただし、紙カップ飲料を除く。） 

(2) 価格 

   市販価格（定価）を超えない価格とする。 


